
書
評
　
佐
藤
信
著

『
日
本
古
代
の
宮
都
と
木
簡
』

一

本
書
は
、
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
に
お
い
て
長
年
の
間
、
遺
跡
の
発
掘
と

木
簡
の
研
究
に
携
わ
っ
て
こ
ら
れ
た
著
者
が
ま
と
め
ら
れ
た
古
代
宮
都
と
木
簡

を
中
心
と
す
る
論
文
集
で
あ
る
。
著
者
は
、
封
絨
木
簡
の
基
礎
的
考
察
に
基
づ

き
、
新
た
な
型
式
番
号
を
提
唱
さ
れ
る
な
ど
、
木
簡
研
究
の
最
前
線
で
活
躍
さ

れ
て
い
る
研
究
者
の

一
人
で
あ
る
。
近
年
で
は
、
文
化
庁
文
化
財
保
護
部
記
念

物
課
に
お
い
て
史
跡
の
保
護
に
努
力
さ
れ
、
さ
ら
に
聖
心
女
子
大
学
と
現
職
の

東
京
大
学
に
お
い
て
は
教
育
と
研
究
に
従
事
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
経
歴
か
ら
も

う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
木
簡

・
金
石
文

・
正
倉
院
文
書

・
古
記
録
さ
ら
に
は

考
古
学

・
文
学
な
ど
幅
広
い
分
野
で
活
躍
さ
れ
て
い
る
。

二

本
書
は
、
古
代
宮
都
の
構
造
、
律
令
国
家
と
財
政
、
本
簡
と
古
代
社
会
の
三

仁

藤

教

史

部
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
第

一
部

「古
代
宮
都
の
構
造
」
は
、
以
下
の
大
章

か
ち
構
成
さ
れ
る
。

第

一
章
　
宮
都

・
国
府

。
郡
家

第
二
章
　
平
城
京
と
貴
族
社
会

第
三
章
　
律
令
制
と
在
地
社
会

第
四
章
　
宮
都
の
条
坊
と
生
活

第
五
章
　
平
城
宮
の
馬
寮
に
つ
い
て

第
六
章
　
長
岡
京
か
ら
平
安
京
ヘ

第

一
部
の
論
考
の
多
く
は
、
平
城
京
の
発
掘
調
査
報
告
に
収
載
さ
れ
た
考
察

や
通
史
の
親
説
な
ど
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
奈
良
時
代
の
平
城
京
を
中
心
に

前
後
の
時
代
に
及
ん
で
い
る
。
第

一
章
は
、
古
代
に
お
い
て
宮
都
や
国
府

・
郡

家
が
果
た
し
た
、
支
配
の
手
段
と
し
て
の
機
能
、
と
り
わ
け
政
務

・
儀
式

・
饗

宴
な
ど
の
舞
台
、
い
わ
ゆ
る
儀
礼
の
場
と
し
て
の
在
り
方
に
注
目
す
る
。
ま
ず

宮
都
の
儀
礼
的
性
格
に
つ
い
て
は
、
京
域
の
宅
地
に
官
僚
制
的
な
階
層
性
が
可

視
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
外
国
使
節
を
意
識
し
て
営
ま
れ
た
こ
と
、
宮

域
内
へ
の
儀
礼
の
場
の
集
中
、
中
国
礼
制
の
導
入
に
伴
い
、
内
裏

・
朝
堂

・
曹
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司
な
ど
で
多
様
な
儀
礼
が
行
わ
れ
た
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
る
。
ま
た
、
国
府

は
元
日
朝
拝
な
ど
に
よ
り
地
方
豪
族
と
の
支
配

・
服
属
関
係
を
確
認
す
る
儀
礼

の
場
で
あ
り
、
平
安
期
に
は
国
司
館
に
そ
の
中
心
が
移
動
、
郡
家
も
郡
庁
や
正

倉
院
に
お
い
て
郡
司
の
支
配
権
を
確
認
す
る
儀
礼
の
場
と
し
て
機
能
し
た
と
推

測
す
る
。

第
二
章
で
は
、
正
倉
院
文
書
や
木
簡
を
用
い
て
下
級
官
人
や
貴
族
ら
の
都
市

生
活
を
概
観
す
る
。
第
三
章
で
は
、
律
令
国
家
の
末
端
地
方
組
織
と
し
て
の
里

に
注
目
し
て
在
地
社
会
を
検
討
す
る
。
里
が
戸
籍

・
計
帳
作
成
や
貢
進
物
貢
進

の

「
一
次
的
な
単
位
」
と
し
て
機
能
し
た
が
、
里
家
や
里
長
の
主
体
的
存
在
を

示
す
史
料
は
少
な
い
と
さ
れ
る
。
第
四
章
で
は
中
ツ
道
、
宅
地
、
庭
園
、
東
西

市
な
ど
平
城
京
を
中
心
と
し
た
宮
都
の
構
成
諸
要
素
を
分
析
す
る
。
そ
こ
で
は

中
ツ
道
と
平
城
京
条
坊
と
の
関
係
が
未
解
明
で
あ
る
こ
と
、
位
階
と
宅
地
の
立

地

・
規
模
に
つ
い
て
の
密
接
な
関
係
の
指
摘
、
平
城
京
内
の
庭
園
の
分
析
か
ら

「嶋
」
と
称
さ
れ
る
園
地
が
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
、
『廷
喜
式
』
東
西
市
関
係

条
文
の
成
立
が
奈
良
時
代
に
遡
ら
な
い
こ
と
、
な
ど
を
指
摘
す
る
。
第
五
章
は
、

平
城
宮
の
馬
寮
関
係
官
司
の
沿
草
と
機
能
を
概
観
し
、
平
城
宮
西
面
大
垣
内
側

に
位
置
す
る
官
衡
区
画
が
、
左
右
馬
寮
な
い
し
主
馬
寮
に
相
当
す
る
こ
と
を
推

定
す
る
。
第
六
章
は
、
長
岡
遷
都
か
ら
平
安
遷
都
へ
の
過
程
を
近
年
の
考
古
学

的
成
果
を
ふ
ま
え
論
じ
る
。

第
二
部

「律
令
国
家
と
財
政
」
は
、
米
の
輸
納
を
中
心
と
し
た
律
令
財
政
に

つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
、
以
下
の
五
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

第

一
章

　

「壬
申
功
封
」
と
大
宝
令
功
封
制
の
成
立

第
二
章
　
史
料
か
ら
み
た
平
城
宮
大
蔵
省

第
三
章
　
米
の
輸
納
制
に
み
る
律
令
財
政
の
特
質

第
四
章
　
雑
米
未
進
に
み
る
律
令
財
政
の
変
質

第
五
章
　
民
部
省
庫
院
に
つ
い
て

ま
ず
第

一
章
で
は
短
編
な
が
ら
壬
申
の
功
臣
に
対
す
る
封
戸
支
給
と
大
宝
令

と
の
関
係
に
つ
い
て
重
要
な
指
摘
を
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
『続
日
本
紀
』
大

宝
元
年
七
月
壬
辰
条
に
み
え
る
功
臣
た
ち
の
姓
に
よ
れ
ば
、
遅
く
と
も
天
武
十

年
ま
で
に
功
封
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
、
生
前
の
賜
封
で
あ
れ
ば
天
武
五
年
以
前

と
推
測
し
、
大
宝
令
の
功
封
制
以
前
に
は
支
給
を
五
位
以
上
に
限
る
こ
と
や
功

の
等
級
に
よ
る
減
額
伝
世
規
定
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
す
る
。
つ
ぎ
に
第
二
章

で
は
平
城
宮
の
北
側
に
は
北
辺
坊
の
設
定
は
考
え
が
た
く
、
大
蔵
省
の
倉
庫
群

が
占
地
し
、
調
庸
物
の
保
管
だ
け
で
な
く
、
現
物
勘
会
の
場
で
あ
り
、
か
つ
官

僚
組
織
を
維
持
す
る
行
事
の
場
で
も
あ
っ
た
と
す
る
。

第
三
章
か
ら
第
五
章
に
お
い
て
は
、
米
を
中
心
と
し
た
律
令
財
政
の
特
質
を
、

そ
れ
ぞ
れ
輸
納
制
度
、
未
進
対
策
、
収
蔵
施
設
の
視
角
か
ら
検
討
す
る
。
本
書

に
お
け
る
財
政
制
度
史
考
察
の
中
心
的
部
分
で
あ
る
。
ま
ず
輸
納
制
度
で
は
年

料
春
米

・
庸
米

・
公
田
地
子
米

・
官
奴
好
食
料
米

・
官
田
穫
稲
米
な
ど
の
制
度

と
実
例
を
検
討
し
た
う
え
で
、
中
国

・
朝
鮮
と
の
比
較
を
お
こ
な
う
。
そ
れ
に

よ
れ
ば
、
官
僚
制
と
中
央
の
労
働
力
維
持
が
大
き
な
目
的
で
あ
っ
た
と
し
、
食

料
給
と
し
て
銭
を
支
給
す
る
中
国
と
は
米
の
流
通
に
大
き
な
違
い
が
存
在
し
た



と
述
べ
て
、
流
通
の
上
に
律
令
官
僚
制
の
物
質
的
基
礎
が
お
か
れ
て
い
な
か
っ

た
と
指
摘
す
る
。
第
三
章
で
は
春
米
貢
進
荷
札
木
簡
や
庸
米
荷
札
木
簡
の
検
討

も
詳
細
に
な
さ
れ
て
お
り
、
第
三
部
木
簡
論
の
各
論
の

一
つ
と
し
て
も
位
置
付

け
ら
れ
る
。
第
四
章
で
は
、
年
料
春
米
や
年
料
租
春
米
を
中
心
と
す
る
准
官
米

を
雑
米
と
定
義
し
、
人
世
紀
後
半
か
ら
九
世
紀
に
お
け
る
諸
国
か
ら
貢
進
さ
れ

た
雑
米
の
未
進
と
そ
れ
に
対
応
す
る
律
令
国
家
の
政
策
の
分
析

・
整
理
を
試
み

る
。
政
策
的
に
は
、
当
初
の
懲
罰
的
な
奪
公
癖
措
置
か
ら
国
司
共
填
制
、
さ
ら

に
旧
年
未
納
欠
負
の
累
積
化
に
よ
る
徴
率
の
設
定
へ
と
、
そ
の
変
化
を
ま
と
め
、

元
慶
官
田
の
設
置
が
、
春
米
輸
京
制
崩
壊
の
画
期
で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
る
。

そ
し
て
、
九
世
紀
末
の
雑
米
惣
返
抄
の
成
立
は
、
国
司
受
領
個
人
に
よ
る
雑
米

輸
京
請
負
化
を
制
度
的
に
示
し
た
も
の
と
す
る
。
第
五
章
は
、
民
部
省
庫
院
の

収
納

・
保
管

・
出
給
な
ど
の
機
能
や
組
織
を
概
観
し
、
庸
米
未
進
な
ど
に
よ
り

九
世
紀
以
降
に
そ
の
機
能
が
後
退
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

第
三
部

「木
簡
と
古
代
社
会
」
は
、
本
書
の
中
心
的
な
部
分
で
あ
り
、
以
下

の
人
章
と
三
つ
の
付
論
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

第

一
章
　
文
字
史
料
と
し
て
の
木
簡

第
二
章
　
古
代
文
字
資
料
の
現
在

付
論

一　
木
簡
研
究
の
歩
み
と
課
題

第
三
章
　
告
知
札
と
関
遺
物

第
四
章
　
過
所
木
簡
考

第
五
章
　
封
絨
木
簡
考

第
六
章
　
古
代
隠
伎
国
と
木
簡

第
七
章
　
古
代
安
房
国
と
木
簡

第
八
章
　
習
書
と
落
書

付
論
三
　
百
高
塔
の
墨
書
銘

付
論
三
　
金
石
文
と
墨
書
土
器

第
三
部
の
構
成
は
、
第

一
章
と
第
二
章
お
よ
び
付
論

一
が
総
論
的
部
分
で
、

第
三
章
以
下
が
告
知
札
木
簡

（三
章
）、
過
所
木
簡

（四
章
）、
封
絨
木
簡

（五

章
）、
貢
進
物
付
札
木
簡

（五
生
ハ章
）、
習
書

・
落
書

（八
章
）
と
い
う
よ
う
に

機
能
分
類
ご
と
の
各
論
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
、
全
体
と
し
て
近
年

の
木
簡
学
の
成
果
を
取
り
入
れ
た
体
系
的
な
叙
述
と
な
っ
て
い
る
。
付
論
と
し

て
百
高
塔
や
金
石
文

・
墨
書
土
器
さ
ら
に
は
漆
紙
文
書
な
ど
の
議
論
も
収
め
ら

れ
て
い
る
の
は
、
著
者
が
提
唱
さ
れ
る

「出
土
文
字
資
料
学
」
０
一〇
〇
頁
）
の

構
想
に
対
応
さ
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
、
第

一
章
で
は
、
木
簡
の
史
料
的
特
質
と
し
て
、
出
土
文
字
資
料
で
あ

る
こ
と
、
木
を
書
写
材
料
と
す
る
こ
と
、
同
時
代
史
料

（第

一
次
史
料
）
で
あ

る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
、
そ
れ
に
応
じ
た
総
合
的
把
握
の
必
要
を
述
べ
、
文

字

・
用
字

・
語
彙

。
文
章

・
文
体
等
の
生
の
表
記
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、

日
本
語

。
日
本
文
学
や
日
本
文
化
を
考
え
る
貴
重
な
素
材
と
な
る
こ
と
を
強
調

す
る
。
第
二
章
で
は
、
木
簡
を
中
心
と
す
る
出
土
文
字
資
料
は
、
文
字
内
容
の

検
討
以
前
に
考
古
学
的
遺
物
と
し
て
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、

近
年
注
目
さ
れ
て
い
る
木
簡
諸
類
型
に
つ
い
て
の
研
究
動
向
を
述
べ
る
。
長
屋
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王
家
木
簡
に
は
日
常
的
な
口
頭
の
世
界
と
結
び
つ
い
た
表
記
が
多
く
う
か
が
え

る
こ
と
、
郡
符
木
簡
か
ら
は
、
郡
司
が
部
下
に
対
し
て
下
し
た
召
還
命
令
の
伝

達
が
口
頭
で
は
な
く
、
広
範
か
つ
日
常
的
に
文
書
木
簡
の
か
た
ち
を
と
っ
て
い

た
こ
と
、
文
書
木
簡
か
ら
は
七
世
紀
後
半
に
さ
か
の
ぼ
る
文
章
表
記
や
在
地
社

会
で
の
日
常
的
な
文
書
の
や
り
取
り
の
実
態
、
封
絨
木
簡
か
ら
は
各
地
に
お
け

る
紙
の
文
書
往
復
の
可
能
性
、
漆
紙
文
書
か
ら
は
紙
を
用
い
た
文
書
主
義
の
地

方
的
展
開
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
付
論

一
で
は
、　
一
九
入
九
年
段
階

ま
で
の
木
簡
研
究
を
四
期
に
区
分
し
、
各
時
期
の
研
究
動
向
の
整
理
と
課
題
を

述
べ
る
。

第
三
章
で
は
各
論
と
し
て
告
知
札
木
簡
を
取
り
上
げ
る
。
下
端
を
削
り
、
表

面
に
の
み
墨
書
し
、
下
方
に
空
白
部
が
あ
る
こ
と
な
ど
の
形
態
的
特
徴
は
、
地

面
に
打
ち
込
ん
で
往
来
の
人
々
に
掲
示
す
る
目
的
と
対
応
す
る
こ
と
、
告
知
札

の
書
式
は
関
遺
物

（遺
失
物
）
に
対
す
る
法
令
的
な
扱
い
に
準
拠
し
て
お
り
、

告
知
の
場
所
と
し
て
要
路
や
官
司
の
門
外
が
選
ば
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
第

四
章
は
古
代
に
お
け
る
関
所
通
行
手
形
と
も
い
う
べ
き
過
所
木
簡
に
つ
い
て
、

法
令
と
木
簡
と
の
不
統

一
を
指
摘
し
、
過
所
式
は
上
級
官
人
を
例
と
し
て
お
り
、

諸
国
発
行
の
過
所
の
書
式
は
大
宝
令
で
は
直
接
に
は
掲
げ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た

が
、
関
所
の
名
前
、
行
き
先
、
人
物
を
記
す
点
で
は

一
致
し
て
い
た
と
す
る
。

第
二
章
で
は
下
端
を
羽
子
板
の
柄
状
に
整
形
し
、
紙
の
文
書
を
挟
む
た
め
二
枚

一
組
と
し
て
用
い
ら
れ
た
封
絨
木
簡
に
つ
い
て
、
長
屋
王
家
木
簡

・
二
条
大
路

木
簡
や
八
幡
林
木
簡
な
ど
宮
都
と
地
方
官
行
出
上
の
実
例
を
比
較
検
討
し
、
両

者
に
は
共
通
性
が
あ
り
、
紙
の
文
書
の
や
り
取
り
が
奈
良
時
代
に
は
広
範
に
行

わ
れ
て
い
た
と
す
る
。

第
六
章
で
は
官
都
出
上
の
隠
伎
国
貢
進
物
付
札
木
簡
を
検
討
、
小
型
の
割
に

幅
広
で
上
下
端
の
左
右
に
切
り
込
み
を
入
れ
、
表
面
の
み
に
墨
書
し
た
も
の
が

多
く
、
貢
進
物
で
あ
る
海
藻
の
荷
札
と
の
関
連
を
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
隠
使
国

郷
里
に
つ
い
て
、
木
簡
と

「倭
名
抄
」
の
記
載
を
比
較
検
討
し
、
具
体
的
な
地

名
比
定
を
行
い
、
そ
の
特
色
を
論
じ
る
。
第
七
章
も
同
様
に
宮
都
出
土
の
安
房

国
貢
進
物
付
札
木
簡
を
と
り
あ
げ
、
腹
の
貢
進
と
関
係
し
て
短
冊
型
に
上
下
端

の
左
右
に
切
り
込
み
を
入
れ
る
も
の
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
、
郷
を
単
位
と
す

る
記
載
が
み
ら
れ
る
こ
と
、
な
ど
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
『高
橋
氏
文
』
や

『古
語
拾
遺
』
に
み
ら
れ
る
氏
族
伝
承
の
検
討
か
ら
、
高
橋

（膳
）
氏
に
よ
る

腹
の
貢
進
、
忌
部
氏
に
よ
る
細
布
の
貢
進
の
伝
統
を
推
測
す
る
。

第
入
章
で
は
古
代
人
が
残
し
た
習
書

・
落
書
に
つ
い
て
テ
キ
ス
ト
と
の
遠
近

と
い
う
観
点
か
ら
書
写
内
容
ご
と
の
分
類
を
お
こ
な
い
、
習
書
を
Ｉ
典
籍
習
書
、

Ⅲ
文
書
習
書
、
Ⅲ
文
字
習
書
、
落
書
を
Ⅳ
難
波
津
の
歌

・
九
九
等
の
落
書
、
Ｖ

漢
詩

・
和
歌
の
落
書
、
Ⅵ
落
書

（戯
書
・
戯
画
）
の
六
類
型
に
区
分
す
る
。
付

論
二
で
は
法
隆
寺
に
伝
来
す
る
百
萬
塔
に
記
さ
れ
た
墨
書
銘
に
つ
い
て
、
左
右

工
房
の
別

。
年
月
日

・
製
作
担
当
工
人
名
を
記
す
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
付
論

三
で
は
金
石
文
と
墨
書
土
器
に
つ
い
て
研
究
状
況
を
概
観
す
る
。



三

以
上
、
本
書
の
内
容
を
紹
介
し
て
き
た
が
、
内
容
は
多
岐
に
わ
た
り
、
す
べ

て
の
論
考
に
コ
メ
ン
ト
を
付
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
最
初
に
お
断
り
し

て
お
く
。
ま
ず
、
本
書
の
成
果
と
し
て
、
第

一
に
出
土
文
字
史
料
を
中
心
と
し

た
考
古
学
的
成
果
の
積
極
的
な
導
入
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
法
令
や
正

史
の
記
載
だ
け
で
は
明
ら
か
と
は
な
り
に
く
か
っ
た
都
や
地
方
の
具
体
的
な
状

況
が
提
示
さ
れ
た
こ
と
は
評
価
さ
れ
る
。
ま
た
、
遺
物
や
遺
構
の
図
版
が
多
用

さ
れ
ビ
ジ

エ
ア
ル
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
点
も
近
年
の

一
般
的
傾
向
で
は
あ
る

が
、
論
文
集
レ
ベ
ル
で
は
ま
だ
少
な
く
、
論
旨
の
理
解
に
役
立
つ
。
出
土
文
字

史
料
が
文
献
史
料
に
比
較
し
て
容
易
に
活
用
で
き
な
い
状
況
に
お
い
て
、
研
究

者
に
対
す
る
史
料
の

「平
等
性
」
を
確
保
し
た
り
、
追
検
証
を
可
能
に
す
る
た

め
に
も
重
要
な
点
と
考
え
る
。
第
二
に
は
、
文
献
史
料
と
は
異
な
る
木
簡
の
扱

い
に
つ
い
て
、
古
文
書
学
に
相
当
す
る

「木
簡
学
」
さ
ら
に
は

「出
土
文
字
資

料
学
」
と
も
い
う
べ
き
史
料
批
判
の
方
法
や
体
系
性
を
意
識
的
に
提
示
さ
れ
た

点
が
評
価
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
木
簡
の

一
類
型
と
し
て
封
絨
木
簡
の
型
式
を
提

唱
さ
れ
た
こ
と
や
習
書

・
落
書
の
分
類
の
試
み
な
ど
は
特
筆
さ
れ
る
。

第

一
部
で
は
宮
都

。
国
府

・
郡
家
に
お
け
る
儀
礼
の
重
層
的
な
性
格
を
論
じ

る
が
、
「郡
家
に
お
け
る
儀
礼
を
直
接
示
す
史
料
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
」

全
一五
買
）
と
の
指
摘
や
、
郡
家
の
プ
ラ
ン
が
定
型
化
し
て
い
な
い
こ
と
な
ど

か
ら
す
れ
ば
、
宮
都
や
国
府
と
は
異
質
な
在
地
の
秩
序
を
反
映
し
た
儀
礼
が
展

開
し
て
い
た
と
想
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
国
郡
里
制
と
い
う
重
層
的
な

支
配
が
必
要
と
な
る
異
質
な
側
面
の
指
摘
も

一
方
で
必
要
な
の
で
は
な
い
か

（浅
野
充

「日
本
古
代
の
社
会
と
国
家
」
『歴
史
学
研
究
』
六
六
四
、　
一
九
九
四
年
）。

さ
ら
に
里
お
よ
び
里
家
の
固
有
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
著
者
も
承
認
さ
れ
る
よ

う
に

「里
家
」
（郷
家
）
は
必
ず
し
も
経
由
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
中
間
的
な

機
関
と
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
り

（八
六
頁
）、
郡
符
木
簡
や
各
地
の
遺
構
が

明
ら
か
に
し
つ
つ
あ
る
よ
う
な
郡
家
の
分
節
的
な
形
態
を
加
味
し
た
議
論
が
必

要
で
は
な
い
か

（山
中
敏
史

「律
令
国
家
の
地
方
末
端
支
配
機
構
」
奈
良
国
立
文
化
財

研
究
所

『律
令
国
家
の
末
端
支
配
機
構
を
め
ぐ
っ
て
」

一
九
九
八
年
）。
ま
た
、
木
簡

に
お
け
る

「長
屋
親
王
」
の
表
記
か
ら
旧
来
の
政
治
史
的
枠
組
み
に
よ
り

「皇

位
継
承
の
候
補
」
と
理
解
す
る
点

（五
六
頁
）、
著
者
の
つ
ま
み
食
い
的
利
用
を

慎
む
立
場

（二
九
〇
二
一一〇
〇
頁
）
か
ら
す
れ
ば
、
木
簡
論
と
し
て
よ
り
慎
重
な

議
論
が
必
要
で
は
な
か
ろ
う
か

（東
野
治
之

「「長
屋
親
王
」
考
」
『長
屋
王
家
木
簡

の
研
究
』
塙
書
房
、　
一
九
九
六
年
）。
な
お
、
都
市
の
未
成
熟
性
と
庭
園
の
抽
象
化

と
の
関
係

（
一
一
一
貢
）
に
つ
い
て
は
、
詳
論
を
望
み
た
い
。

第
二
部
で
は
、
米
の
輸
納
制
度
の
分
析
か
ら
、
実
物
貢
納
経
済
に
基
礎
を
置

く
律
令
国
家
財
政
の
特
質
を
強
調
、
そ
し
て
雑
米
未
進
の
対
策
の
分
析
か
ら
通

説
に
よ
り
九
世
紀
以
降
を
実
物
貢
納
経
済
の
崩
壊
過
程
と
し
て
位
置
づ
け
る
。

第
三
章
で
春
米
輸
京
制
を
官
僚
制
お
よ
び
中
央
の
労
働
力
維
持
と
い
う
固
有
の

役
割
を
強
調
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
調
庸
の
補
完
物
と
し
て
消
極
的
に
位
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置
づ
け
る
点

（一
一土ハ
九
頁
）
に
は
従
い
に
く
い
。
平
安
初
期
に
お
け
る
、
京
進

米
の
需
要
の
増
加

（一
一二ハ
九
頁
）
や
京
中
賑
給
と
い
っ
た
民
部
省
凛
院
の
保
管

官
司
に
と
ど
ま
ら
な
い
財
政
的
活
動

（一
一五
三
二
三
ハ
○
頁
）
な
ど
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
が
、
積
極
的
な
意
義
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
平
安
初
期
に

は
、
米
の
輸
納
制
度
の
本
来
の
目
的
で
あ
っ
た
官
僚
制
お
よ
び
労
働
力
の
確
保

に
つ
い
て
も
大
き
く
変
化
し
て
お
り
、
未
熟
な
が
ら
生
活
給
と
し
て
銭
が
与
え

ら
れ
る
こ
と
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
る

（拙
稿

「初
期
平
安
京
の
史
的
意
義
」
『古
代

王
権
と
都
城
』
吉
川
弘
文
館
、　
一
九
九
八
年
）。
な
お
、
天
武
紀
の

「屯
田
司
舎

人
」
を
王
権
に
よ
る
屯
倉
の
直
轄
経
営
の
類
型
と
す
る
点
に
つ
い
て
は

（二
〇

九
頁
）、
長
屋
王
家
木
簡
に
み
え
る

「御
田
司
」
と
の
比
較
が
現
状
で
は
可
能

で
あ
り
、
有
力
な
王
族
の
家
政
機
関
の
役
職
名
と
解
し
て
も
矛
盾
は
な
い
。

第
三
部
は
木
簡
論
と
し
て
郡
符
木
簡
、
告
知
札
木
簡
、
過
所
木
簡
、
封
絨
木

簡
、
貢
進
物
付
札
木
簡
、
習
書

・
落
書
な
ど
の
機
能
論
に
よ
る
分
析
が
な
さ
れ

る
。
第
三
章
で
は
告
知
札
木
衝
の
考
察
を
さ
れ
る
が
、
そ
の
な
か
で
平
城
宮
南

面
西
門
前
の
二
条
大
路
北
側
溝
か
ら
出
土
し
た
表
裏
に
書
か
れ
た
木
簡
を

「告

知
」
文
言
の
存
在
な
ど
か
ら
問
題
は
残
る
も
の
の
膀
示
し
た
と
解
釈
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
こ
の
木
簡
に
つ
い
て
は
す
で
に
批
判
が
あ
る
よ
う
に
、
膀
示
に

使
わ
れ
た
も
の
と
す
る
に
は
無
理
が
多
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か

（東
野
治
之

『木
簡
が
語
る
日
本
の
古
代
』
岩
波
書
店
、　
一
九
八
三
年
、
清
水
み
き

「告
知
札
」
『考

古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
三
二
九
、　
一
九
九
一
年
な
ど
）。
膀
示
木
簡
の
掲
示
さ
れ
た
場

所
の
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
今
後
は
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
内
容
に
つ
い

て
は
私
的
な
も
の
が
多
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、　
一
定
の
書
式
が
想
定
さ
れ
、
と

り
わ
け
紛
失
し
た
日
時

・
場
所
な
ど
が
詳
細
に
記
さ
れ
、
六
日
↓
八
日
、　
一
日

↓
四
日
、
十
七
日
↓
廿
八
日
の
よ
う
に
数
日
以
内
に
必
ず
膀
示
が
な
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
厩
牧
令
や
雑
律
の
規
定
に
よ
り
五
日
以
内
に
申
告
し
な

け
れ
ば
権
利
を
失
っ
た
り
、
罪
せ
ら
れ
る
こ
と
と
対
応
し
た
も
の
で
あ
り
、
権

利
確
認
の
意
味
が
大
き
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
自
律
的
な

「告
知
の
法
」
が

想
定
さ
れ
る

（三
三
ハ
頁
）
と
は
い
っ
て
も
、
前
提
は
あ
く
ま
で
公
的
な
規
定

に
準
拠
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
六
章
と
第
七
章
は
隠
伎
国
お
よ
び
安
房
国
の
貢
進
物
付
札
木
簡
の
分
析
で

あ
る
。
製
作
技
法
や
記
載
様
式
か
ら
郷
里
単
位
で
荷
札
木
簡
が
製
作
さ
れ
た
こ

と
が
推
定
さ
れ
て
い
る

（人
一
・
四
一
一
買
）。
先
述
し
た

「里
家
」
（郷
家
）
の

有
無
に
も
関
係
す
る
が
、
今
後
は
品
目
毎
の
製
作
技
法
や
記
載
様
式
を
慎
重
に

検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
両
国
は
海
産
物
を
中
心
に
貢
納
す
る
島
国

。
半
島
国

で
あ
り
、
国
の
等
級
で
い
え
ば
下
国
な
い
し
中
国
と
い
う
小
規
模
な
国
に
も
か

か
わ
ら
ず
令
制
国
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
た
点
に
大
き
な
特
色
が
あ
る
。
本
来

な
ら
ば
令
制
国
と
し
て
は
経
済
的
に
独
立
で
き
な
い
地
域
で
あ
る
こ
と
を
重
視

す
る
な
ら
ば
、　
一
般
化
に
は
慎
重
さ
が
要
求
さ
れ
る
。

最
後
に
、
書
評
と
は
少
し
は
ず
れ
る
が
入
幡
林
遺
跡
出
土
の
郡
符
木
簡
に
つ

い
て

（八
七
。
〓
５
六
貢
）、
「向
参
」
「朔
告
」
を
読
み
下
し
的
に
逆
転
し
た
表

記
を
し
た
と

一
般
に
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、
人
名

「大
虫
」
を
同
様
に

「虫

大
」
と
表
記
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
自
明
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
積
極
的
な
説



明
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
同
じ
く
郡
符
木
簡
と
想
定
さ
れ
る
伊
場
遺
跡
出
土
木

簡
に

「竹
田
郷
長
里
正
等
大
郡
」
と
あ
る
こ
と
を
参
考
と
す
る
な
ら
ば
、
「虫
」

の
字
は
裏
面
の
冒
頭
で
あ
り
、
表
面
の
行
末
に

「大
」
字
が
書
か
れ
て
い
た
と

す
れ
ば
、
裏
面
の

「大
」
の
字
は
下
の

「郡
」
に
続
け
て

「大
郡
」
と
理
解
す

る
こ
と
も
で
き
る
。
お
そ
ら
く
郡
が
発
行
す
る
郡
符
の
常
套
句
と
し
て
、
自
郡

に
対
す
る
尊
大
な
表
現
と
し
て

「大
郡
」
と
表
記
す
る
場
合
が
あ
っ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
著
者
の
ご
意
見
を
お
聞
き
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
全
体

と
し
て
、
近
年
の
研
究
動
向
に
対
す
る
著
者
の
見
解
が
あ
ま
り
提
示
さ
れ
て
い

な
い
の
は
残
念
な
点
で
あ
る
。

本
書
を
通
読
す
る
こ
と
に
よ
り
、
木
簡
が
持
つ
豊
か
な
可
能
性
と
取
り
扱
い

の
難
し
さ
に
つ
い
て
、
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
が
、
主
に
評
者
の
関
心
と
力
量
に

限
定
さ
れ
、
拙
い
紹
介
と
雑
駁
な
感
想
に
終
始
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
お
そ
ら

く
著
者
の
本
来
の
意
図
に
反
し
て
、
独
断
的
な
紹
介
や
評
価
に
陥
っ
て
い
る
箇

所
も
多
い
と
思
わ
れ
る
が
、
お
許
し
願
い
た
い
。

（
一
九
九
七
年
四
月
吉
川
弘
文
館
刊
、
Ａ
５
版
五
一
人
頁
、
本
体
九
八
〇
〇
円
）


